
 

平成２２年７月１６日 

 

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案 

に対する意見募集 
 

 総務省は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案をと

りまとめました。つきましては、これらの案について、平成２２年７月１７日（土）

から平成２２年８月１５日（日）までの間、意見を募集します。 

 

 

１．背景 

今般、特定屋外タンク貯蔵所（容量 1,000kl 以上の屋外タンク貯蔵所）及び準特定屋

外タンク貯蔵所（容量 500kl 以上 1,000kl 未満の屋外タンク貯蔵所）の設置許可等に係

る審査事務の効率化が図られたこと等により、審査事務の実費に変動が生じていること

が判明したことから、当該タンクの設置許可等に係る手数料の標準額を引き下げる改正

を行うものです。 

 

 

２．意見募集の対象及び意見募集要領 

 意見募集対象：別紙１「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する

政令案の概要」 

        詳細については、別紙２の意見募集要領をご覧ください。 

 

３．意見募集の期限 

 平成２２年８月１５日（日）１８：００（必着） 

 （郵便についても、募集期間内の必着とします。） 

 

４．今後の予定 

 皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、所要の改正を速やかに行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

（連絡先）自治財政局調整課 

 （担当：谷合補佐 南里主査） 

  電話：０３－５２５３－５６１８ 

  FAX ：０３－５２５３－５６２０ 



 

平 成 ２ ２ 年 ７ 月 

総務省自治財政局調整課 

 
 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の 
一部を改正する政令案の概要 

 

 

１．概  要 

 

指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等の所有者等は法令で定める技術

上の基準を満たし、市町村長等から設置許可等を受けなければならないとされている（消防

法（昭和 23 年法律第 186 号）第 10 条、第 11 条）。 

市町村長等からの設置許可等については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令

（平成 12 年政令第 16 号。以下「手数料令」という。）により製造所等の容量の区分等にしたが

って標準手数料が定められている（手数料令第 16～22 項）。 

今般、特定屋外タンク貯蔵所（容量 1,000kl 以上の屋外タンク貯蔵所）及び準特定屋外タン

ク貯蔵所（容量 500kl 以上 1,000kl 未満の屋外タンク貯蔵所）の設置許可等に係る審査事務の

効率化が図られたこと等により、審査事務の実費に変動が生じていることが判明したことか

ら、手数料令の一部を改正し、当該タンクの設置許可等に係る手数料の額を引き下げる改正

を行う。 

 

２．改正内容 

 

  特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の設置等許可、完成検査前検査及

び保安検査の審査に係る手数料を引き下げる。 

 
３ 施行期日  
 

 平成２２年１０月１日 
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意 見 募 集 要 領 

 

 

１ 意見募集対象 

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案 

 

２ 資料入手方法 

  意見募集対象となる政令案については、電子政府の総合窓口（e-Gov）（「パブリック

コメント」欄（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）に掲載するとともに、連

絡先窓口において閲覧に供することとします。 

 

３ 意見の提出方法 

  意見書（別紙様式）に氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）を明記の

上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。 

  ご記入いただいた氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）は、提出意見

の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 

  なお、意見書は日本語で記入してください。 

 

  （１）電子メールを利用する場合 

    電子メールアドレス：hyoujunrei@soumu.go.jp 

     総務省自治財政局調整課あて 

    ※ メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル（ファイル形式はテキ

ストファイル、マイクロソフト社Ｗｏｒｄファイル又はジャストシステム社一

太郎ファイル（他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせくださ

い。））として提出してください。 

      なお、電子メールの受取可能最大容量は、５MBとなっていますので、それを

超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。 

 

  （２）郵送する場合 

    〒１００－８９２６ 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

    総務省自治財政局調整課あて 

    別途、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願いする

場合があります。その場合の磁気ディスクの条件等は以下のとおりです。 

    ○磁 気 デ ィ ス ク：フロッピーディスク（３．５インチ、２ＨＤ） 

    ○フォーマット形式：１．４４ＭＢのＭＳ－ＤＯＳフォーマット 
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    ○フ ァ イ ル 形 式：テキストファイル、マイクロソフト社Ｗｏｒｄファイル

又はジャストシステム社一太郎ファイル（他のファイル

形式とする場合は、担当までお問い合わせください。） 

     磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼

付してください。なお、送付いただいた磁気ディスクについては、返却できま

せんのであらかじめご了承願います。 

 

  （３）ＦＡＸを利用する場合 

    ＦＡＸ番号：０３－５２５３－５６２０ 

 

４ 意見提出期限 

  平成２２年８月１５日（日）１８：００（必着） 

（郵送についても、募集期間内の必着とします。） 

 

５ 留意事項 

  意見が１０００字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。 

  提出いただいた意見は、電子政府の総合窓口［ｅ－Ｇｏｖ］パブリックコメント・意

見募集案内（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、

総務省自治財政局調整課において配布します。 

  なお、意見を提出された方の氏名（法人等にあってはその名称）やその他属性に関す

る情報を公表する場合があります。公表する際に匿名を希望する場合及び御意見も含め

た全体について非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。ま

た、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

６ 問合せ先 

  総務省自治財政局調整課あて 

  （直通：０３－５２５３－５６１８） 

 



様式 

 

意 見 書 

 

平成  年  月  日 

 

総務省自治財政局調整課 あて 

 

郵便番号：〒   －          

住所：                 

氏名（注１）：              

電話番号：               

電子メールアドレス：          

 

 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案に関し、以下のとお

り意見を提出いたします。 

 

（以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記載し

た別紙を添付する。） 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。別紙に記載する場合は、ペー

ジ番号を記載すること。 

 



 

【参照条文】 

 

○ 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）抄 

第十条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所（車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取

り扱う貯蔵所（以下「移動タンク貯蔵所」という。）を含む。以下同じ。）以外の場所でこれを貯蔵

し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長

又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う

場合は、この限りでない。 

② 別表第一に掲げる品名（第十一条の四第一項において単に「品名」という。）又は指定数量を異に

する二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る

それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場

所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。 

③ 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従

つてこれをしなければならない。 

④ 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 

 

第十一条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、

貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定

める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しよ

うとする者も、同様とする。 

一 消防本部及び消防署を置く市町村（次号及び第三号において「消防本部等所在市町村」という。

）の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所（配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもの

で政令で定めるもの（以下「移送取扱所」という。）を除く。） 当該市町村長 

二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所（移送取扱所

を除く。） 当該区域を管轄する都道府県知事 

三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長 

四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知

事（二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣） 

② 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知

事又は総務大臣（以下この章及び次章において「市町村長等」という。）は、同項の規定による許可

の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第四項の

技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱い

が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与

えなければならない。 

③ 総務大臣は、移送取扱所について第一項第四号の規定による許可をしようとするときは、その旨を

関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可

に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。 

④ 関係市町村長は、移送取扱所についての第一項第四号の規定による許可に関し、当該都道府県知事

又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。 
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⑤ 第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所

、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱

所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認

められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構

造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部

分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前におい

ても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。 

⑥ 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第一項

の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた

者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 

⑦ 市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所について第一項の規定による許可（同項後

段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。）をしたときは、政令で定め

るところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報し

なければならない。 

 

第十一条の二 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の

変更について前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものに

ついては、同条第五項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所

、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条及び次条にお

いて「特定事項」という。)が第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町

村長等が行う検査を受けなければならない。 

② 前項に規定する者は、同項の検査において特定事項が第十条第四項の技術上の基準に適合している

と認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置

、構造若しくは設備の変更の工事について、前条第五項の完成検査を受けることができない。 

③ 第一項に規定する者は、同項の検査において第十条第四項の技術上の基準に適合していると認めら

れた特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の

工事につき、前条第五項の完成検査を受けるときは、当該特定事項については、同項の完成検査を受

けることを要しない。 

 

第十一条の三 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協

会(第十四条の三第三項において「協会」という。)に委託することができる。 

一 第十一条第二項の場合において、同条第一項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定め

る屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以

下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定める

ものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査 

二 前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該

屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合

するかどうかの審査 

 

第十二条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位



置、構造及び設備が第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 

② 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第十条第四項の技術上の基準に

適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有

する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきこ

とを命ずることができる。 

③（略） 

 

第十四条の三 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で

定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で

定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が

行う保安に関する検査を受けなければならない。 

② 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、

不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に

関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに

ついて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。 

③ 第一項(屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。)又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定

に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項

の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。 

 

第十六条の十 危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等

の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物(以下この章に

おいて「危険物等」という。)の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除

く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物等

の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。 

 

○危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）抄 

(危険物保安技術協会への委託) 

第八条の二の三 法第十一条の三第一号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、そ

の貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上のものとする。 

２ 法第十一条の三第一号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの

は、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事

項とする。 

３ 法第十一条の三第二号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又

は取り扱う液体の危険物の最大数量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」と

いう。)とする。 

４ 法第十一条の三第二号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物

タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタ

ンク構造に関する事項とする。 

 

(保安に関する検査) 



第八条の四 法第十四条の三第一項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タン

ク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が一万キロリツトル以上のもの

又は前条に規定する移送取扱所とする。 

２ 法第十四条の三第一項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取

扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由によ

り、当該時期に法第十四条の三第一項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるとき

は、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村

長等が別に定める時期とすることができる。 

一 特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 完成

検査(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。次号から第四号までにお

いて同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定に

よる保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して八年(総務省令で定める保安のための措置を

講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町

村長等が定める十年又は十三年のいずれかの期間)を経過する日前一年目に当たる日から、当該経

過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間 

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第

十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して

十年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日

までの間 

三 特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を

受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関

する検査を受けた日の翌日から起算して十三年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過す

る日の翌日から起算して一年を経過する日までの間 

四 移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項の規定によ

る保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前一月目に当たる日から、当

該経過する日の翌日から起算して一月を経過する日までの間 

３ 法第十四条の三第一項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政

令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号

に定める事項とする。 

一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部(特殊液体危険物

タンクにあつては、総務省令で定める部分。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の板

の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係る

ものに限る。第六項及び第七項において同じ。) 

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項 

三 移送取扱所 移送取扱所の構造及び設備に関する事項 

４ 法第十四条の三第二項の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。 

５ 法第十四条の三第二項の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する

当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が百分の一以上であることその他これに相当するも

のとして総務省令で定める事由とする。 

６ 法第十四条の三第二項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの



は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 

一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部の板の厚さに関す

る事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項 

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項 

７ 法第十四条の三第三項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの

は、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並び

に岩盤タンクの構造及び設備に関する事項とする。 

 

○ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）抄 

（分担金等に関する規制及び罰則） 

第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなけ

ればならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認めら

れるものとして政令で定める事務（以下本項において「標準事務」という。）について手数料を徴収

する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の

手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 

２・３ （略） 


